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様式第１号（第９条関係） 

 

調理師名簿訂正及び調理師免許証書換交付申請書 

 
 

年  月  日 

 

福 岡 県 知 事  殿 

 
住 所            

フリガナ            
氏 名          印 

生年月日    年  月  日 

電話番号            

 
  下記のとおり調理師名簿登録事項に変更を生じたので、名簿訂正の上、調理師免許証

を書き換えて交付するよう、調理師法施行令第11条第1項及び第13条第1項の規定によ

り申請します。 
記 

 

 1 登録番号     第    号 

 
 2 登録年月日       年  月  日 

 
 3 変更事項 
  

変 更 前 変 更 後

本籍地都道府県名

(国 籍) 
    

フ リ ガ ナ

氏 名

    

 

 4 変更年月日       年  月  日 

 
 5 変更理由 

 
 備考 1 調理師免許証及び戸籍の謄本又は抄本を添付すること。 
    2 氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。 

    3 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛

先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 
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様 式 第 ２ 号 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

 

調 理 師 名 簿 登 録 消 除 申 請 書 

 
 

年  月  日 
 
 福 岡 県 知 事  殿 
 

                            申請者 住  所     

                                            フリガナ   
氏 名          印 
電話番号            

                       登録者との続柄   
 

 
  下記のとおり調理師名簿登録の消除をするよう、調理師法施行令第12条の規定によ

り申請します。 
 

記 
 
 1 本籍地都道府県名(国籍) 
 
   フリガナ 
 2 氏 名 

 
 3 生年月日       年  月  日 

 
 4 登録番号及び登録年月日 

 
 5 消除を申請する理由 

 
 
 備考  1 調理師免許証を添付すること。ただし、調理師免許証を添付できないとき

は、その理由を明らかにする書類を添付すること。 
    2 死亡又は失踪の場合は、戸籍の謄本又は抄本を添付すること。 
    3 氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。 

    4 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛

先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 
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様 式 第 ３ 号 （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

 

調 理 師 免 許 証 再 交 付 申 請 書 
 
 

年  月  日 
 
福 岡 県 知 事  殿 

 
住 所            
フリガナ            
氏 名          印 
生年月日    年  月  日 
電話番号            

 
 

  下記のとおり調理師免許証の再交付を受けたいので、調理師法施行令第14条第1項の

規定により申請します。 
 

記 
 
 1 登録番号  第    号 

 
 2 登録年月日    年  月  日 

 
 3 本籍地都道府県名(国籍) 
 
 4 再交付申請の理由 

 
 備考 1  氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。 

        2  この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛

先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 
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様式第１号（第２条関係）

栄 養 士 免 許 申 請 書

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

本 籍 地 都 道
府県名（国籍）

住 所

ふ り が な
氏 名 印

性 別 男 ・ 女

生 年 月 日 年 月 日

電 話 番 号

栄養士法施行令第１条第１項の規定により、下記のとおり栄養士免許を申請します。

記

１ 罰金以上の刑に処せられたことの有無 有・無
（有の場合は、その罪、刑及び刑の確定年月日を次に記入すること。）

２ 栄養士法第１条に規定する業務に関し、犯罪又は不正の行為を行ったことの有無 有・無
（有の場合は、違反の事実及び年月日を次に記入すること。）

備考１ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかとすること。また、戸籍上の文字で記
入すること。

２ 該当する文字を○で囲むこと。
３ 次の書類を添付すること。
(1) 栄養士法第２条第１項に規定する養成施設において２年以上栄養士として必要な知

識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律（昭和 60
年法律第 73 号）附則第５条第１項に規定する者であることを証する書類

(2) 次のいずれかの書類
ア 戸籍の謄本又は抄本
イ 住民票の写し（戸籍の表示を記載したもの又は本籍のない者及び本籍の明らかで

ない者についてはその旨を記載したものに限る。）
ウ 外国人登録証明書の写し又は外国人登録原票記載事項証明書

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
５ この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛先を書
き換えていただければ、九州各県で使用できます。
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様式第２号（第２条関係）

栄養士名簿訂正及び栄養士免許証書換え交付申請書

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

住 所

ふ り が な
氏 名 印

性 別 男 ・ 女

生 年 月 日 年 月 日

電 話 番 号

下記のとおり変更を生じたので、栄養士法施行令第３条第１項及び第５条第１項の規定によ
り、栄養士名簿訂正及び栄養士免許証書換え交付を申請します。

記

１ 登録番号 第 号
２ 登録年月日 年 月 日
３ 変更事項

変 更 前 変 更 後

本籍地都道府県名
（ 国 籍 ）

ふ り が な
氏 名

４ 変更年月日 年 月 日
５ 変更理由

備考１ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかとすること。また、戸籍上の文字で記
入すること。

２ 該当する文字を○で囲むこと。
３ 栄養士免許証及び戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録証明書の写し若しくは外国

人登録原票記載事項証明書を添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
５ この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛先を書
き換えていただければ、九州各県で使用できます。
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様式第３号（第２条関係）

栄 養 士 名 簿 登 録 抹 消 申 請 書

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

申請者 住 所

氏 名 印

（本人との続柄 ）

電 話 番 号

栄養士法施行令第４条第１項の規定により、下記のとおり栄養士名簿の登録の抹消を申請し
ます。

記

１ 登録番号 第 号

２ 登録年月日 年 月 日

３ 本籍地都道府県名（国籍）

ふりがな
４ 氏 名

５ 性 別 男 ・ 女

６ 生年月日 年 月 日

７ 抹消理由の生じた年月日 年 月 日

８ 抹消理由 （ 死亡 ・ 失踪 ・ その他 ）

備考１ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかとすること。また、戸籍上の文字で記
入すること。

２ 該当する文字を○で囲むこと。
３ 栄養士免許証を添付すること。ただし、栄養士免許証を添付できないときは、その理

由を明らかにする書類を添付すること。
４ 抹消理由が死亡又は失踪の場合は、戸籍の謄本若しくは抄本、死亡診断書又は失踪の

宣告を受けたことを証する書類を添付すること。
５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
６ この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛先を書
き換えていただければ、九州各県で使用できます。
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様式第４号（第２条関係）

栄 養 士 免 許 証 再 交 付 申 請 書

年 月 日
福 岡 県 知 事 殿

住 所

ふ り が な
氏 名 印

性 別 男 ・ 女

生 年 月 日 年 月 日

電 話 番 号

下記の栄養士免許証を（破った・汚した・失った）ので、栄養士法施行令第６条第１項の規
定により、栄養士免許証の再交付を申請します。

記

１ 登録番号 第 号

２ 登録年月日 年 月 日

３ 本籍地都道府県名（国籍）

備考１ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかとすること。また、戸籍上の文字で記
入すること。

２ 該当する文字を○で囲むこと。
３ 栄養士免許証を破ったとき又は汚したときは、その栄養士免許証を添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
５ この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛先を書
き換えていただければ、九州各県で使用できます。
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。



様式第１号

　　　年　　　月　　　日
福岡県知事　　　　　　　　殿

 

住　　　所
法人にあっては、主たる

事務所の所在地

届出義務者続柄

印　　　　　名　　　氏

麻薬及び向精神薬取締法第36条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

所在地

名　称

免許の種類

氏　　名
（法人にあっては、名称）

麻薬業務所

(法人にあっては、名称)

業務（研究）の廃止又は免許の
失効年月日

□業務廃止 □移転 □法人化

残　余　麻　薬　届

麻
薬
取
扱
者

免許番号

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

数　　量

２　麻薬廃棄届を提出し、廃棄する予定

３　その他（具体的に記入すること。）

備考　この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛先を書き換えて

残余麻薬の処置

１　麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲渡し 、残余

届出の理由
　□業務廃止　　　□移転　　　　□法人化
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  麻薬譲渡届を提出する予定

残
余
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

    いただければ、九州各県で使用できます。

考　　　備名　　　品
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様式第２号

福岡県知事　　　　　　　　殿

住　  所
法人にあっては、主たる
事務所の所在地

届出義務者続柄

氏　　名 印

麻薬及び向精神薬取締法第36条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

譲
　
渡
　
者

所在地

残　余　麻　薬　譲　渡　届

麻
薬
取
扱
者

免許の種類

氏　　名

麻薬業務所
名　称

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

業務（研究）の廃止又は免許の失効
年月日

残余麻薬届出年月日

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　年　　　月　　　日

免許番号

(法人にあっては、名称)

（法人にあっては、名称）

数　　　量
譲
渡
し
た
麻
薬
の
品
名
及
び
数
量

譲
　
　
受
　
　
者

譲　渡　年　月　日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

所在地

名　称

免許の種類

氏　　名

麻薬営業者、麻
薬診療施設の開
設者又は麻薬研
究施設の設置者

備　　　考

麻薬業務所

品　　　　名

麻
薬
取
扱
者

氏　　名
(法人にあっては、名称)

                      　　　　          印　　　

（法人にあっては、名称）

住　　所

法人にあっては、主たる
事務所の所在地

備考 様式 九州各県（沖縄県を除 ） 共 様式 す 宛先を書き換え

免許番号

備考　この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式ですので、宛先を書き換えていた
    だければ、九州各県で使用できます。
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様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
４
号

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 

福
岡
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

麻
薬

業
務

所
所

在
地

麻
薬

業
務

所
名

称

免
許

の
種

類

免
許

番
号

氏
名
(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
)

印

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
4
7
条
、
第
4
8
条
又
は
第
4
9
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

受
入
数
量

払
出
数
量

麻
　
薬
　
年
　
間
　
届

備
考
　
こ
の
様
式
は
、
九
州
各
県
（
沖
縄
県
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
共
通
様
式
で
す
の
で
、
宛
先
を
書
き
換
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
九
州
各
県
で
使
用
で
き
ま
す

。

品
　
　
　
名

備
　
　
　
　
　
考

単
位

前
 
 
　
年

1
0
月
１
日

在
庫
数
量

前
年
1
0
月
１
日
か
ら
本
年
9
月
3
0
日
ま
で
の

本
　
 
年

9
月
3
0
日

在
庫
数
量
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


